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新旧行頁

「標識令改正の概要」の記載を変更８４

　１.　５　標識令改正の概要　

　平成５年以降に数度の標識令改正が行われ、平成９年の改正において新たにいくつかの道路標示が

追加になったことにより、路面標示の設置方法に一部影響がでた。平成９年の標識令改正の概要は次

のとおりである。

　「特定の種類の車両の通行区分」「 牽 引自動車の高速自動車国道通行区分」「 牽 引自動車の自動車専用
けん けん

道路第一通行帯通行指定区間」が新設された。

○　一般道路における「特定の種類の車両の通行区分」は、大型自動車の混入率が高く、騒音、振動

等の交通公害が発生し、沿道住民へ影響を及ぼしている道路等において、大型貨物自動車等の通行

の区分を中央寄りの車両通行帯に指定し、沿道から離すことにより交通公害の低減を図ることを目

的として新設されたもので、特定の種類の車両の通行区分（１０９の４）の路面標示を設置することと

した。

○　高速自動車国道等における「特定の種類の車両の通行区分」「 牽 引自動車の高速自動車国道通行区
けん

分」「 牽 引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」は、重被
けん

 牽 引車を
けん

 牽 引している
けん

 牽 引自
けん

動車や大型貨物自動車等が走行する車両通行帯を指定して交通の安全と円滑を図ることを目的とし

て新設された。

　１.　５　標識令改正の概要　

　平成２０年の標識令改正において、いくつかの道路標示が新設、追加等になったことにより、本書の

一部の記載に影響がでた。平成２０年の標識令改正の路面標示に関わる部分の概要は次のとおりであ

る。

　なお、道路標識の改正も含む改正内容の詳細については、警察庁ホームページを参考とされたい。

○規制標識「専用通行帯（３２７の４）」・規制標示「専用通行帯（１０９の６）」の意味の変更

　自転車の専用通行帯が設けられている場合は、軽車両以外の車両は、当該専用通行帯以外の車両通

行帯を通行しなければならないこととした。

○規制標示「普通自転車の歩道通行部分（１１４の３（旧命令上、１１４の２。））」の意味の変更及び規制標

示「普通自転車歩道通行可（１１４の２）」の新設

　規制標示「普通自転車の歩道通行部分（１１４の３）」に自転車が歩道を通行することができる旨の意

味を持たせ、規制標識「自転車及び歩行者専用（３２５の３）」が設置されていない場合でも、自転車の

歩道通行部分を指定できることとした。また、自転車の記号のみで自転車が歩道を通行できることを

表す規制標示「普通自転車歩道通行可（１１４の２）」を新設することとした。

○標示の自転車の記号の統一化

　規制標示「普通自転車の歩道通行部分（１１４の３）」、規制標示「普通自転車の交差点進入禁止（１１４

の４（旧命令上、１１４の３。））」及び指示標示「自転車横断帯（２０１の３）」の自転車の記号について、

例示である旨の規定を廃止することとした。

○規制標示「平行駐車（１１２）」、「直角駐車（１１３）」及び「斜め駐車（１１４）」の意味の変更

　時間制限駐車区間の交通規制を行うために設置した標識・標示にも、時間制限駐車区間の交通規制

が行われていないときには、駐車方法の指定の意味を持たせることとした。

○指示標示「斜め横断可（２０１の２）」を表示する記号の追加

　指示標示「斜め横断可（２０１の２）」についても側線を省略することができることとした。

「改訂　路面標示設置の手引　第４版」標識令改正に伴う記載の変更お知らせ

平成２０年１２月１日　

　平成２０年６月３０日に道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（標識令）の一部を改正の命令が公布され、同年８月１日に施行されました。今

回の標識令の改正により、本書の記載の一部に記載の変更が生じましたので、変更箇所についてお知らせいたします。
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○規制標識「専用通行帯（３２７の４）」・規制標示「専用通行帯（１０９の６）」の意
味の変更

１０

○規制標示「普通自転車の歩道通行部分（１１４の３（旧命令上、１１４の２。））」の
意味の変更及び規制標示「普通自転車歩道通行可（１１４の２）」の新設について

１２

 

�

普通自転車が歩道を通行する場合において、

通行すべき歩道の部分を指定する。

（参照５０ページ）

白

普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分（
�規
 
　

の
２
）

１１４

普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に

進入することを禁止することを示す。

（参照６６ページ）

黄
及
び
白

　
　
　
　
　
　
　
　
（
�規
 
　

の
３
）

１１４

普
通
自
転
車
の
交
差
点
進
入
禁
止　
　

車両通行帯境界線・車両中央線等 

特定の車両は、その車両通行帯を通行しなけ

ればならず、他の車両（小型特殊自動車、原

動機付自転車及び軽車両を除く）はその他の

車両通行帯を通行しなければならないことを

示す。

白

図示の文字は、専用通行帯を通行しなければならない車両の種類

を示す。

文字の寸法については付録参照のこと。

専
用
通
行
帯
（

�規
 

　

の
６
）

１０９

特定の車両は、その車両通行帯を通行しなけ

ればならず、他の車両（当該特定車両が普通

自転車である場合にあっては軽車両を除き、

当該特定車両が普通自転車以外の車両である

場合にあっては小型特殊自動車、原動機付自

転車及び軽車両を除く）はその他の車両通行

帯を通行しなければならないことを示す。
白

図示の文字は、専用通行帯を通行しなければならない車両の種類

を示す。

文字の寸法については付録参照のこと。

専
用
通
行
帯
（

�規
 

　

の
６
）

１０９

 

�

普通自転車が歩道を通行することができるこ

ととすること。

（参照５０ページ）

普
通
自
転
車
歩
道
通
行
可（
�規
 
　

の
２
）

１１４

普通自転車が歩道を通行することができるこ

ととすることとし、かつ、普通自転車が歩道

を通行する場合において、通行すべき歩道の

部分を指定する。

（参照５０ページ）

白

普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分（
�規
 
　

の
３
）

１１４

普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に

進入することを禁止することを示す。

（参照６６ページ）

黄
及
び
白
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４
）

１１４

普
通
自
転
車
の
交
差
点
進
入
禁
止　
　

車両通行帯境界線・車両中央線等 
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○指示標示「斜め横断可（２０１の２）」を表示する記号の追加について１３
 歩行者が交差点において斜めに道路を横断す

ることができることを示す（道交法１２Ⅱ）。

（参照５４ページ）

白

　

　

　

１．時間を限定して行う場合

２．終日行う場合
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）　
　
　

２０１

l1 = l2 = 0.45～0.5 

l2
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0.15～0.3

l2
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0.15～
0.3
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l1= l2= 0.45～0.5

歩行者が交差点において斜めに道路を横断す

ることができることを示す（道交法１２Ⅱ）。

（参照５４ページ）

白

１．時間を限定して行う場合

２．終日行う場合

斜　

め　

横　

断　

可

（

�指

 

　

の

２
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２０１

l1 = l2 = 0.45～0.5 

l2

l1
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l2

l1
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l1= l2= 0.45～0.5
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○規制標示「平行駐車（１１２）」、「直角駐車（１１３）」及び「斜め駐車（１１４）」の
意味の変更について

１７

道路交通法第４８条の道路標示＊により、車両

が道路の側端（分離帯の側端を含む）に沿い、

かつ、道路標示によって区画された部分に

入って駐車しなければならない場所を指定す

る。

＊車両の停車方法、又は駐車方法を指定す

べき場合に設置する道路標示。

白

平
行
駐
車（
�規
 
　

）
１１２

道路交通法第４８条の道路標示＊により、車両

が道路の側端（分離帯の側端を含む）に対し

直角に設けられた道路標示によって区画され

た部分に入って駐車しなければならない場所

を指定する。

（＊平行駐車（�規 １１２）の場合と同じ。）

白

直
角
駐
車（
�規
 
　

）
１１３

道路交通法第４８条の道路標示＊により、車両

が道路の側端（分離帯の側端を含む）に対し

斜めに設けられた道路標示によって区画され

た部分に入って駐車しなければならない場所

を指定する。

（＊平行駐車（�規 １１２）の場合と同じ。）

白

斜
め
駐
車（
�規
 
　

）
１１４

車両が道路の側端（分離帯の側端を含む）に

沿い、かつ、道路標示によって区画された部

分に入って駐車しなければならない場所を指

定する。
白

平
行
駐
車（
�規
 
　

）
１１２

車両が道路の側端（分離帯の側端を含む）に

対し直角に設けられた道路標示によって区画

された部分に入って駐車しなければならない

場所を指定する。白

直
角
駐
車（
�規
 
　

）
１１３

車両が道路の側端（分離帯の側端を含む）に

対し斜めに設けられた道路標示によって区画

された部分に入って駐車しなければならない

場所を指定する。白

斜
め
駐
車（
�規
 
　

）
１１４
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新旧行頁

○指示標示「斜め横断可（２０１の２）」を表示する記号の追加について２３
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l1
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0.3

l1 = l2 = 0.45～0.5

l1= l2 = 0.45～0.5

l2
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0.15
 ～0.3

l2

l1

l1= l2 = 0.45～0.5

道　路　標　示区画線色彩形　状　・　寸　法記　号

斜め横断可白

Ｚ2―1

Ｚ2―2

 

l2
l1

0.15
 ～0.3

l2

l1

0.1
5～

0.3

0.15～0.3

1～ 1.
5 0.4

5
～0
.5

l1= l2= 0.45～0.5

l1= l2= 0.45～0.5

道　路　標　示区画線色彩形　状　・　寸　法記　号

Ｚ2―1

斜め横断可白
Ｚ2―2

Ｚ2―3
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l2
l1

l1= l2= 0.45～0.5 

0.15～0.3

0.4
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～0
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 1.
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0.
45

～
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道　路　標　示区画線色彩形　状　・　寸　法記　号

斜め横断可白
　

Ｚ2―3
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○規制標示「普通自転車歩道通行可（１１４の２）」の新設について２５

○指示標示「斜め横断可（２０１の２）」を表示する記号の追加について５５

　　　　�　終日行う場合

　　　　�　時間を限定する場合

�

l2

l1

0.15～
0.3

l1= l2 = 0.45～0.5 

0.
45

～
0.
5

0.
15
～
0.
3

1～ 1
.5

l2
l1

0.15
～0.3

l1= l2= 0.45～0.5 

図３.　３.　３　スクランブル横断歩道の路面標示

普通自転車の歩道通
行部分
普通自転車の交差点
進入禁止
自転車横断帯

白Ｍ6

　　　　�　終日行う場合

　　　　�　時間を限定する場合
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0.15～
0.3

l1= l2= 0.45～0.5 
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0.15
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l1= l2= 0.45～0.5 

図３.　３.　３　スクランブル横断歩道の路面標示
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普通自転車歩道通行
可
普通自転車の歩道通
行部分
普通自転車の交差点
進入禁止
自転車横断帯

白Ｍ6
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○指示標示「斜め横断可（２０１の２）」を表示する記号の追加について５４

○規制標示「普通自転車歩道通行可（１１４の２）」の新設について１６２

〔１１４の２〕　普通自転車の歩道通行部分

〔１１４の３〕　普通自転車の交差点進入禁止　　に用いる自転車マーク

〔２０１の３〕　自転車横断帯

��
��
�

�　スクランブル横断歩道

　（解説）

　市街地で歩行者等が特に多い交差点では、信号機によるスクランブル処理が行われる場合があ

る。この場合には「斜め横断可」を示す路面標示を設置するものとする。

　図３.　３.　３に示すように、「斜め横断可」は横縞状の標示に側線を付して標示し、スクランブル処

理が行われていることを明示する。横断歩道についても、「斜め横断可」の標示との整合を図るた

めに、側線を付した形で同様の路面標示を設置するものとする。

　スクランブル横断歩道の路面標示には、終日行う場合と、時間を限定して行う場合との２種類

がある。各場合における路面標示の標準的な方法を示すと図３.　３.　３に示す通りである。

 

　信号機によるスクランブル処理が行われている場合には、斜め横断可の路面標示を設置す

る。

�　スクランブル横断歩道

　（解説）

　市街地で歩行者等が特に多い交差点では、信号機によるスクランブル処理が行われる場合があ

る。この場合には「斜め横断可」を示す路面標示を設置するものとする。

　スクランブル横断歩道の路面標示には、終日行う場合と、時間を限定して行う場合との２種類

がある。各場合における路面標示の標準的な方法を示すと図３.　３.　３に示す通りである。

 

　信号機によるスクランブル処理が行われている場合には、斜め横断可の路面標示を設置す

る。

〔１１４の２〕　普通自転車の歩道通行可

〔１１４の３〕　普通自転車の歩道通行部分

〔１１４の４〕　普通自転車の交差点進入禁止　　
に用いる自転車マーク

〔２０１の３〕　自転車横断帯

��
��
�
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